
 

川崎市営住宅建替事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）に基

づく市営住宅建替事業（以下「建替事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定める

ことにより、建替事業の円滑かつ迅速な推進を図ることを目的とする。 

 

（説明会の開催等） 

第２条 市長は川崎市公営住宅ストック総合活用計画（以下「ストック活用計画」とい

う。）により、建替の対象となっている市営住宅（以下「対象住宅」という。）の入居者に

対し、ストック活用計画の周知を図るとともに、ストック活用計画の計画年次に従い対象

住宅の入居者に説明会を開催する等、建替事業の施行について、入居者の理解と協力を得

るよう努めるものとする。 

 

（用途廃止承認の通知） 

第３条 市長は、法第３７条第１項に定める用途廃止の承認を得たときは、同条第６項に

基づく通知を「用途廃止承認通知書」（第１号様式）により、用途廃止を承認された対象

住宅の入居者(承認のあった日における入居者に限る。）に行うものとする。 

 

（仮住居の提供） 

第４条 市長は、前条の用途廃止の承認通知を受けた入居者（以下「対象入居者」とい

う。）のうち仮住居への移転を承諾した入居者に対して、次の各号に掲げる住宅のうちい

ずれかを仮住居として提供するものとする。 

（１） 市営住宅の空き家住宅 

（２） 市営住宅以外の賃貸住宅 

２ 仮住居の提供期限は、建替事業により新たに建設される市営住宅（以下「新住宅」と

いう。）に入居できる日から起算して３０日を超えない範囲内で、市長が対象入居者に通

知する日までとする。 

 

（仮住居の家賃等の補償等） 

第５条 対象入居者が前条第１項第１号の市営住宅に入居している間の使用料は、川崎市

営住宅条例（以下「条例」という。）第１４条、第３０条の２第３項又は第３２条第１項

の規定を準用した額とする。ただし、移転前に納入していた最終の使用料の額を超える場

合、市長は、その差額について減額するものとする。 

２ 市長は、対象入居者が前条第１項第２号の住宅を仮住居とする場合、仮住居に移転す

べき日から新住宅に入居すべき日までの間で、市長が指定する期間について、別表第１に

定めるところにより、家賃等を補償するものとする。 

３ 前項の補償を受けようとする対象入居者は、市長と「家賃等に関する契約書」（第２

号様式又は第２号様式の２）により、契約を締結しなければならない。 

 



 

（他の市営住宅への入居） 

第６条 市長は、対象入居者及び対象住宅の入居者について、条例第６条第３号に基づき

他の市営住宅へ入居させることができる。 

 

（再入居申し出の通知） 

第７条 市長は、法第４０条第１項に規定する入居の申し出の期間を定めたときは、同条

第２項に基づく通知を「再入居申し出の通知書」（第３号様式）により、対象入居者（第

６条により入居した者を除く。）に通知するものとする。 

 

（移転料等の支払い） 

第８条 対象入居者が建替前の住宅を退去又は新住宅へ入居する場合、若しくは対象住宅

の入居者が第６条に定める入居に伴い退去する場合は、「移転確認書」（第４号様式）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項の者が移転を完了した旨を「移転完了届」（第５号様式）により、届け出た

ときは、移転完了を確認した後、予算の範囲内において、移転料を支払うものとする。た

だし、移転確認書と併せて「移転料前払申出書」（第６号様式）を提出した者は、当該入

居者に支払うべき額の全部又は一部を前払いできる。 

３ 前項の移転料の額は２２３千円とする。 

 

（使用料の減額） 

第９条 この要綱の定めにより、新住宅への入居者又は第６条による入居者の市営住宅使

用料の減額については、法第４３条第１項又は法第４４条第４項の規定によるものとす

る。 

 

（建替のできない市営住宅の入居者の取り扱い） 

第１０条 市営住宅のうち法第４４条第１項に規定する耐用年限の２分の１以上を経過

し、老朽化しているが敷地が狭小等のため建替のできないものについて、市長が管理適正

化のため用途廃止を必要と認めるときは、当該住宅の入居者に対し、他の市営住宅への移

転を「用途廃止移転通知書」（第７号様式）により、通知するものとする。 

２ 前項の用途廃止移転通知を受けた入居者については、第６条、第８条及び第９条を準

用するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、昭和６０年９月２日から施行する。 

２ 川崎市営住宅建替事業に伴う移転料等の支給等に関する取扱基準（以下「旧基準」とい

う。) 及び川崎市営住宅用途廃止に伴う移転料等の支給等に関する取扱基準は、廃止す

る。 

 

 



附 則 

この改正要綱は、昭和６４年１月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成４年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この改正要綱の施行前に再入居又は特定入居した者に係る割増賃料の免除については、

なお、従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、平成６年８月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この改正要綱の施行前に再入居又は特定入居した者の使用料の減額については、第９条

の規定にかかわらず、なお、従前の例による。ただし、その減額後の使用料が改正後の要

綱により算出された減額後の使用料を上回るときは、この限りではない。 

３ この改正要綱の施行前に仮住居に入居している者の家賃等の補償等については、第５条

第１項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ 第８条において、この改正前に市長が建替計画承認の旨の通知をしたものは、なお従前

の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、平成２０年４月２４日から施行する。 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、決裁の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する｡ 

（経過措置） 

２ 第８条第３項において、平成２６年４月１日前に同条第 1 項に基づく移転承諾書を提出

した入居者については、なお従前の例による｡ 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この改正要綱は、令和５年９月４日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正要綱は、令和８年３月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第８条第３項において、改正前に同条第 1 項に基づく移転確認書を提出した入居者につ

いては、なお従前の例による｡ 

 

 

別表第１（第５条第２項関係） 
 

補 償 項 目 補 償 額 及 び 支 給 方 法                                     
 

家     賃 貸室賃貸借契約書に基づく月額家賃（70,000 円を超える場合

は、70,000 円とする。以下「家賃」という。）から対象入居者

が移転前に納入していた市営住宅使用料の月額を減じた額を支

払うものとする。前払いの申し出があった場合、６月分を超え

ない範囲内で前払いすることができる。 

礼金及び仲介手数料 実費を支払う。但し、家賃の３月分を限度とする。前払いの

申し出があった場合は前払いすることができる。 

 



 

 

 

 

別表第２（第５条及び第９条関係） 

 

減 額 期 間 減 額 率 

 

入居指定日から１年間 ５／６ 

入居指定日から１年を超え２年まで ４／６ 

入居指定日から２年を超え３年まで ３／６ 

入居指定日から３年を超え４年まで ２／６ 

入居指定日から４年を超え５年まで １／６ 

 



第１号様式（第３条） 

 

用 途 廃 止 承 認 通 知 書 
 

年   月   日  

様 

 

 

川崎市長                      

 

 

 

 

建替事業により除却する公営住宅の用途廃止について、次のとおり国土交通省より

承認されましたので、公営住宅法第３７条第６項の規定に基づき通知いたします。 

 

 

１ 建替計画 

 

（１）団地名 

（２）所在地 

（３）面 積 

（４）除却戸数 

（５）建設戸数 

（６）建設住宅の構造 

（７）用途廃止承認申請時における入居戸数 

（８）新たに整備する共同施設の種類 

 

 

２ 承 認 日 

 



第２号様式（第5条第3項） 

 

家 賃 の 補 償 に 関 す る 契 約 書  
 

 

 川崎市を甲とし、           を乙として建替事業の施行に伴い、乙が民間住宅

を賃借し、仮住居とする住宅の家賃等の補償に関し、次のとおり契約を締結する。 

                    

 

 

 

 （移転） 

第１条  乙は、甲が次に指定する期日までに甲が仮住居として承認した次の住宅へ移 

転するものとする。 

    移転すべき期日        年  月  日 

    移転すべき住宅    

 

（必要書類の提出） 

第２条  乙は自己の移転先である住宅所有者と賃貸借契約を締結したときは、すみや

かにその契約書の写しを甲に提出しなければならない。 

 

（補償期間） 

第３条  甲が乙に家賃等を補償する期間は、第１条に規定する移転すべき期日から  

年 月 日までとする。ただし、この期間内であっても、新たに建設された住宅に移 

転すべき日を甲が乙に通知した場合、又は乙が賃借した住宅を退去した場合は、そ 

の通知した移転すべき日又は退去した日の属する月までとする。 

 

 （補償額及び支払い方法） 

第４条  甲は、乙が第２条の規定により、提出した賃貸借契約書の写しに基づき、次の

補償額を乙に前払いするものとする。 

 １ 家賃補償月額                    円 

 ２ 礼金及び仲介手数料                円 

  

（退去の届け出） 

第５条  乙が甲より補償額の前払いを受けた後、当該補償額の補償する月以前に賃

借した住宅を退去しようとするときは、退去しようとする１５日以前に甲にその旨を届け

出なければならない。 

 

 

 



２  乙は前項の届け出をした後、前払いされた額より退去する月までの補償額を差し

引いた額を甲に返還しなければならない。 

 

（信義則） 

第６条  甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約に定める事項を履行するものと 

する。 

 

 （疑義の決定） 

第７条  この契約に定めない事項及びこの契約に関し、疑義が生じた場合は、甲、乙

両者が協議して定めるものとする。 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自１

通を保有するものとする。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

甲  川崎市 

川崎市長                  印 

 

乙  住所 

  名前                     印 

                                                  



第２号様式の２（第5条第3項） 

 

家 賃 の 補 償 に 関 す る 契 約 書  
 

 

 川崎市を甲とし、           を乙として建替事業の施行に伴い、乙が民間住宅

を賃借し、仮住居としている住宅の家賃等の補償に関し、次のとおり契約を締結する。 

                    

 

 

 （家賃補償の対象住宅） 

第１条  この契約の家賃補償の対象となる住宅は、次のとおりとする。 

     

住宅所在地 

   家 主 

 

（家賃補償月額） 

第２条  甲は、乙が提出した賃貸借契約の写しに基づき、次の補償額を乙に前払いす 

るものとする。 

 

家賃補償月額                  円 

 

（補償期間） 

第３条  甲が乙に家賃等を補償する期間は、 年 月 日から  年 月 日までとする。 

ただし、この期間内であっても、新たに建設された住宅に移転すべき日を甲が乙に通    

知した場合、又は乙が賃借した住宅を退去した場合は、その期限又は退去した日の    

属する月までとする。 

 

（退去の届け出） 

第４条 乙が甲より補償額の前払いを受けた後、当該補償額の補償する月以前に賃借

した住宅を退去しようとするときは、退去しようとする１５日以前に甲にその旨を届け出

なければならない。 

 

２  乙は前項の届け出をした後、前払いされた額より退去する月までの補償額を差し

引いた額を甲に返還しなければならない。 

 

 

 

 

 



（信義則） 

第５条  甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約に定める事項を履行するものと 

する。 

 

 （疑義の決定） 

第６条  この契約に定めない事項及びこの契約に関し、疑義が生じた場合は、甲、乙

両者を協議して定めるものとする。 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自１

通を保有するものとする。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

甲  川崎市 

川崎市長                  印 

 

乙  住所 

  名前                     印 

 



第３号様式（第７条） 

再 入 居 申 し 出 の 通 知 書 
 

年   月   日  

様 

 

川崎市長                      

 

 

 

 

  年  月  日までに、建替事業により新たに整備される市営住宅

へ入居を希望される旨を、川崎市営住宅条例施行規則第２２条の規定に基

づく第２３号様式により申し出てくださるよう通知いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅名 所在地 

移転前の住宅      

移転後の住宅      



第４号様式（第８条） 

移 転 確 認 書 
 

年   月   日  

（宛先）川崎市長 

使用者 

 住 所                        

 氏 名                        

 

    

 

 

 

 

 

 

                          の施行のために、次の条件により移転することを確認

しました。 

 

 

条  件 

１ 移転助成金の額 

 

 

 

２   年   月   日までに適正に移転を完了すること。 

３ 移転助成金の請求にあたっては事前に移転完了の確認を受けること。 

（ただし、移転料前払申出書（第６号様式）が提出された場合は除く） 

４ 市から指示がある場合これに従い、適正な移転を行うこと。 

 

 住 宅 名 号 数 移転予定日 

移転前の住宅       

移転後の住宅       

￥       



第５号様式（第８条第２項） 

 

 

移 転 完 了 届 
年   月   日   

（宛先）川崎市長 

使用者 

 

 住 所                          

 

 氏 名                          

 

  年  月  日付け確認した                        の施行に伴う移転

について  年  月  日完了したので届けます。 

移

転

の

内

容 

 住宅名 号 数 所在地 備 考 

移 転 前

の住宅 

 

 

 

 

 

 

 

移 転 後

の住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記移転の完了を確認しました。 

 

           年  月  日 

 

    確認者 職氏名                    

 

     立会者 職氏名                    

 

 

 

 



第６号様式（第８条第２項） 

 

移転料前払申出書 
年   月   日   

 

（宛先）川崎市長 

 

使用者 

 

 住 所                          

 

 氏 名                          

 

 

私は           の施行のために、現在入居中の市営住宅から移転するにあ

たり、諸般の事情により引越し費用等の移転に要する費用を工面することができません。  

 

つきましては、  年  月  日までに必ず移転作業を完了し、現在入居中の市営住宅を

明渡すことを誓約しますので、移転料の前払を希望します。  

 

なお、検査において残置物があり、合格しなかった場合や、期日までに市営住宅を明渡

すことができなかった場合は、移転料を返金します。  

 

 

 １ 入居者情報 

 
 

 ２ 前払申請額（第８条第３項に基づく金額を上限とする） 

 

 （  ） 全額 

 

 （  ） 一部 （       円） 

 

 

 

 

 

 

 

 住 宅 名 号 数 移転予定日 

移転前の住宅       

移転後の住宅       



第７号様式（第１０条） 

用 途 廃 止 移 転 通 知 書 
 

年   月   日  

様 

 

川崎市長                      

 

 

 

 

あなたが居住する市営住宅については、公営住宅法第４４条第３項の規

定により、市営住宅の用途を廃止することになりましたので、次の市営住

宅へ移転してくださるよう通知します。 

 

 

 

 

 

 移転後の住宅 移転前の住宅 

住宅名    

所在地    

 

使用料 

 年  月  日 

～  年  月  日 

年  月  日 

～  年  月  日 

           円 上記の期間は、各年の収

入 

調査により、決定します。 

 

 

 

移転料については、川崎市営住宅建替事業実施要綱 第８条第２項及び３項により支払いま

す。 

 


